
議案第１８号  

 

 

羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係

る事務手数料条例等の一部を改正する条例の制定について  

 

 

羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る事務手数料条例等

の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  

 

 

 

令和６年２月 26 日  提出  

 

 

羽曳野市長  山入端  創  



提  案  理  由  

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (平成 27年法律第 53号 )及び建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則 (平成 28 年国土交通省令第 5 号 )の

一部改正により、同法及び同令の題名が改正されることに伴い、これらの題名を引用す

る部分を改正するため、この条例を制定しようとするものであります。  
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羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係

る事務手数料条例等の一部を改正する条例  

 

令和   年   月   日  

羽曳野市条例第    号  

 

 (羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る事務手数料条例の

一部改正 ) 

第 1 条  羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る事務手数料

条例 (令和 2 年羽曳野市条例第 27 号 )の一部を次のように改正する。  

題名を次のように改める。  

  羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る事務手数

料条例  

第 1 条中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。  

第 2 条第 3 号、第 10 号、第 11 号及び第 12 号の表備考 4(2)中「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律施行規則」に改める。  

(羽曳野市建築基準法施行条例の一部改正 ) 

第 2 条  羽曳野市建築基準法施行条例 (平成 15 年羽曳野市条例第 34 号 )の一部を次の

ように改正する。  

  別表 4 の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。  

(羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る事務手数料条例の一部改正 ) 

第 3 条  羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る事務手数料条例 (令和 2 年

羽曳野市条例第 26 号 )の一部を次のように改正する。  

  第 2 条第 1 号の表備考 3(1)中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。  

 

附  則  

 この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  
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新旧対照表 

新 旧 

第 1条関係 

羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る事務手

数料条例 

 

 (趣旨) 

第 1条 この条例は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 227条の規定に

より、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成 27年法律

第 53号。以下「法」という。)に係る事務の手数料を徴収することに関し

必要な事項を定めるものとする。 

(手数料の金額等) 

第 2条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しな

ければならない。 

(1)・(2) 省略 

(3) 変更の判定(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性

能確保計画に係る建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能

確保計画の直近の判定等に係る建築物の評価方法と同一でない場合及

び判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係る

ものを除く。)を受けようとする者(前号に掲げる者を除く。)又は建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成 28年国土

交通省令第 5号)第 11条に規定する書面の交付を受けようとする者 次

の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

 表 省略 

(4)～(9) 省略 

(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第 29

条に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更(法第 36 条

第 1 項に規定する軽微な変更をいう。以下この条において同じ。)に係

第 1条関係 

羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る事務手数

料条例 

 

 (趣旨) 

第 1条 この条例は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 227条の規定に

より、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27年法律第

53 号。以下「法」という。)に係る事務の手数料を徴収することに関し必

要な事項を定めるものとする。 

(手数料の金額等) 

第 2条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しな

ければならない。 

(1)・(2) 省略 

(3) 変更の判定(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性

能確保計画に係る建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能

確保計画の直近の判定等に係る建築物の評価方法と同一でない場合及

び判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係る

ものを除く。)を受けようとする者(前号に掲げる者を除く。)又は建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成 28年国土交

通省令第 5号)第 11条に規定する書面の交付を受けようとする者 次の

表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

 表 省略 

(4)～(9) 省略 

(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第 29 条

に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更(法第 36 条第

1項に規定する軽微な変更をいう。以下この条において同じ。)に係る建
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る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物

エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場

合を除く。)を受けようとする者 当該書面の交付の申請に係る 1 の建

築物ごとに、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

定める金額 

表 省略 

(11) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第 29

条に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る建築

物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合に限

る。)を受けようとする者 当該書面の交付の申請に係る 1 の建築物ご

とに、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める

金額 

 表 省略 

(12) 法第 41 条第 1 項の規定による認定の申請をしようとする者 次の

表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

省略 

備考 

 1～3 省略 

 4 「適合判定通知書等」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 省略 

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

第 25 条第 1 項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定の通知に係る書面及び検査済証 

(3) 省略 

  5・6 省略 

(13) 省略 

以下省略 

築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合を

除く。)を受けようとする者 当該書面の交付の申請に係る 1 の建築物

ごとに、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る金額 

表 省略 

(11) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第 29 条

に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る建築物

エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合に限

る。)を受けようとする者 当該書面の交付の申請に係る 1 の建築物ご

とに、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める

金額 

 表 省略 

(12) 法第 41 条第 1 項の規定による認定の申請をしようとする者 次の

表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

省略 

備考 

 1～3 省略 

 4 「適合判定通知書等」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 省略 

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第

25 条第 1 項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の

認定の通知に係る書面及び検査済証 

(3) 省略 

  5・6 省略 

(13) 省略 

以下省略 
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第 2条関係 

羽曳野市建築基準法施行条例 

 

別表(第 6条関係) 

項 区分 金額 

1～3 省略 

4 法第 7 条第 1 項の規定による完了検査の申請(当該申

請に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律(平成 27 年法律第 53 号。以

下「建築物省エネ法」という。)第 11条第 1項に規定

する特定建築行為である場合に限る。)又は法第 18条

第 16 項の規定による工事を完了した旨の通知(当該

通知に係る建築物の工事が建築物省エネ法第 11 条第

1項に規定する特定建築行為である場合に限る。) 

省略 

5～63 省略 

附表 1～附表 10 省略 

 

 

第 3条関係 

羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る事務手数料条例 

 

(手数料の金額等) 

第 2条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しな

ければならない。 

(1) 法第 53 条第 1 項の規定による認定の申請又は法第 55 条第 1 項の変

更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等

 

 

第 2条関係 

羽曳野市建築基準法施行条例 

 

別表(第 6条関係) 

項 区分 金額 

1～3 省略 

4 法第 7 条第 1 項の規定による完了検査の申請(当該申

請に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号。以下

「建築物省エネ法」という。)第 11条第 1項に規定す

る特定建築行為である場合に限る。)又は法第 18条第

16項の規定による工事を完了した旨の通知(当該通知

に係る建築物の工事が建築物省エネ法第 11 条第 1 項

に規定する特定建築行為である場合に限る。) 

省略 

5～63 省略 

附表 1～附表 10 省略 

 

 

第 3条関係 

羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る事務手数料条例 

 

(手数料の金額等) 

第 2条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しな

ければならない。 

(1) 法第 53 条第 1 項の規定による認定の申請又は法第 55 条第 1 項の変

更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等
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計画(法第 53 条第 1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下

この条において同じ。)の評価方法(低炭素建築物新築等計画又は認定低

炭素建築物新築等計画(法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計

画をいう。以下この条において同じ。)が法第 54 条第 1項各号に掲げる

基準(以下この条において「「技術的基準」という。)に適合するかどうか

の評価の方法をいう。以下この条において同じ。)が当該低炭素建築物

新築等計画の直近の法第 53条第 1項の認定若しくは法第 55条第 1項の

変更の認定(以下この条において「「認定等」という。)に係る評価方法と

同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加

を含む場合に係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲

げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

省略 

備考 

1・2 省略 

3 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める者をいう。 

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消

費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律(平成 27 年法律第 53 号)第 15 条第 1 項に規定する登録建築

物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この号において同

じ。) 

(2)・(3) 省略 

4～6 省略 

(2)～(8) 省略 

以下省略 

計画(法第 53 条第 1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下

この条において同じ。)の評価方法(低炭素建築物新築等計画又は認定低

炭素建築物新築等計画(法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計

画をいう。以下この条において同じ。)が法第 54 条第 1項各号に掲げる

基準(以下この条において「「技術的基準」という。)に適合するかどうか

の評価の方法をいう。以下この条において同じ。)が当該低炭素建築物

新築等計画の直近の法第 53条第 1項の認定若しくは法第 55条第 1項の

変更の認定(以下この条において「「認定等」という。)に係る評価方法と

同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加

を含む場合に係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲

げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 

省略 

備考 

1・2 省略 

3 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める者をいう。 

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消

費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律(平成 27 年法律第 53 号)第 15 条第 1 項に規定する登録建築物

エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この号において同じ。) 

 

(2)・(3) 省略 

4～6 省略 

(2)～(8) 省略 

以下省略 

 

 

 
 



 


